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【開催日】 令和２年１０月１３日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時～午前１０時４０分 

【出席委員】 

委 員 長 吉 永 美 子 副 委 員 長 中 岡 英 二 

委 員 伊 場   勇 委 員 奥   良 秀 

委 員 水 津   治 委 員 杉 本 保 喜 

委 員 髙 松 秀 樹 委   員  中 村 博 行 

委   員 長谷川 知 司 委   員  宮 本 政 志 

委   員 森 山 喜 久   

【欠席委員】  

なし 

【委員外出席議員等】   

議   長 小 野   泰 副 議 長 矢 田 松 夫 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 尾 山 邦 彦 議会事務局主査 島 津 克 則 

【付議事項】 

１ モニター意見について 

２ その他 

 

午前１０時 開会 

 

吉永美子委員長 広聴特別委員会を開催します。付議事項の１点目、モニター

意見についてです。７月７日付けで頂きました藤島俊一さん、モニター

さんからですが、このことについては、皆様御存じのように、提案を頂

いている中、９月定例会が始まる前に説明会を開催したらということで、

８月２０日、２１日、９月１０日、３回にわたって開催し、８名のモニ

ターさんに、希望される方に参加いただいております。これは、本来で

すと１１月末までの御回答でしたが、御要望にお答えする形で開催させ

ていただいておりますので、このことは終わっているという認識でよろ

しいでしょうか、皆さん。（「はい」と呼ぶ者あり）次の７月１４日付で

下瀬俊夫さん、モニターさんから頂いている御意見です。まず、議会モ

ニター意見交換会についてということで、公開は議長が必要と認めれば

いいのではないかということです。（１）のところに会議公開と議事録公
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開は同じものですかというふうにありまして、皆さん、事前にお配りし

ておりますので、読んでいただいていると思いますが、この扱いをどう

するかということと、あと、議論をしておきたいと思いますが、御意見

ください。よろしくお願いします。いかがでしょうか。まず、この御意

見に対して（１）ですが、いかがでしょうか。こっちから行きますか。

髙松委員、いかがですか。（発言する者あり）考え中。しばらく時間を置

きます。意見がある方は挙手をお願いします。 

 

長谷川知司委員 一応読んできているんですが、また読みますと、内容の理解

をもうちょっとしたいので、１０分間ほど休憩ということでいいですか。 

 

吉永美子委員長 皆さんもう一度熟読されますか。（「はい」と呼ぶ者あり）そ

れでは１０時１５分まで、一旦休憩します。 

 

午前１０時５分  休憩 

 

午前１０時１５分 再開 

 

吉永美子委員長 それでは休憩を閉じまして、広聴特別委員会を再開します。

先ほど途中まで議論しております（１）です。会議公開と議事録公開は

同じものですかという御意見に対して、皆さん是非御意見を頂ければあ

りがたいです。今回の意見交換会というところが入っていますので。 

 

中岡英二副委員長 （１）なんですが、会議の公開と議事録の公開とあります

が、会議とはどの辺りまでを指すのか。私は本会議と委員会と全員協議

会、その辺りだけだと思っているんですが、会議の定義を議論したらど

うかなと思います。 

 

吉永美子委員長 副委員長が言われた会議というのは、定めているのは、本会

議、委員会、全員協議会と私も認識していますが、ほかにありますか。 

 

髙松秀樹委員 モニターが書かれているとおり、議会基本条例の第５条、議会

は本会議のほか、委員会等を原則公開しますということです。原則公開

とするのは、ここに書かれているもののみということです。問題となる

のは、本会議は分かりますけど、委員会等の「等」は一体何だろうかと
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いうところの認識がきっちりないと、先に進めないなという気はしてい

ます。 

 

吉永美子委員長 今、ちょうど議会基本条例の見直しというところに入ってい

ますが、こういったところの議論はしてないですか。（「今から」と呼ぶ

者あり）今からしますね。これを改めて意見交換会をしたことによって、

私たちも考えさせられるところがあって、この「等」について、モニタ

ーさんの意見を通して、ちょうど今、議会基本条例の見直しというとこ

ろでされていますので、議論していただくということで、議運を中心と

したところで行っていただくという考えはいかがでしょうか。 

 

髙松秀樹委員 検証は今進んでいますけど、まだ、条例改正等には至っていな

いので、今の議会基本条例の中で、これは議論すべきだというふうに思

っています。そうなると、この委員会等の「等」は一体何なのかという

のは、当時の議会基本条例の委員会の中でも、相当議論をしております。

つまりこの「等」に全員協議会を含むか、含まないかということで当時

議論があったと思います。もともと含まなかったんですよね。含まなか

ったんですけど、自治法の１００条の規定によって、協議の場に全員協

議会を設定したはずです。うちの会議規則か何かにその旨を記載して、

この「等」は、全員協議会まで入るというふうに位置づけをしたと思い

ます。それ以外の会議体は、これに入らないということで、原則公開か

らは外れるという意味にはなっています。これがまず大原則。そして、

このモニターの意見交換会は公開すべきか、そうじゃないのかというと

ころは条文ではうたってないんです。ここに書いてあるとおり、議長が

必要と認めれば公開でいいんじゃないのかという御意見だと思います。

そこで、ここの公開とは一体何なのかというのが１番のところだと思い

ます。公開というのは議事の公開、つまり傍聴に入ったり、ネットで映

したりというところ。もう一つが議事録の公開。この二つが地方議会に

おいての公開の位置づけになっていると思います。それを踏まえて、議

論があればいいのかなという気がしています。 

 

吉永美子委員長 という御意見です。意見交換会を行った中では、非公開とい

う形で行って、会議という位置づけはしていなかったというところはあ

るんですが、ほかに御意見はありますか。 
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伊場勇委員 条文でうたわれていない部分ですが、やっぱり「等」というとこ

ろに柔軟性を持たせたのは、委員会以外にも、全協以外にも、市民に関

心が高い事項の協議とか、そういうものは公開なり、議事録もしっかり

残すべきじゃないかということで「等」というのを付けたのかなという

ふうに思ったんです。議長が必要とあればということなんですが、こう

いった意見交換会も、（２）（３）に入りますけど、委員会で基本的には

議事録も作らないというふうに確認しあったというところなので、そこ

が全てじゃないのかなというふうに思っています。 

 

髙松秀樹委員 伊場委員の「等」の意味合いは違うんです。何でも入るように

「等」を付けたわけではなくて、この「等」は、当時は全員協議会をど

うするか。つまり、「等」の前の言葉、本会議と委員会というのは全部法

的な裏づけがある会議体なんですよ。全協は、当時は法的な裏づけがな

かったんですよ。任意の会だったんですよ。それを、法的な裏づけを持

つには自治法の１００条の１２項でうたってあるように、会議規則で法

的な裏づけを全協に持たせたという意味合い。限定的な意味での公開と

いうことです。それと下瀬さんの言われる、そのほかは議長が認めれば、

また委員長が委員の議決を取れば、公開でもいいんじゃないのかという

意見であれば、そこは正しくそのとおりかなと思います。もちろん、そ

のときは公開することによって、どういうことが生じるのかということ

をよく考えながら、公開する必要がある。だから何でもかんでも公開と

いうことには僕は反対をしています。 

 

杉本保喜委員 今、髙松議員が言われました、私も正しくそうだと思います。

これについては、議会基本条例の見直しをやっているので、この辺りで

もう一度みんなで明らかにして、明確にしておけばいいかなというふう

に思います。それから、その他議長が必要と認めたものというものも、

この文言もやっぱり、一つは必要ではないかと思います。今後どういう

形でどういうものが出てくるか分からないということも含めて、ここは

一つ議論する余地を残しておくということも必要だと思います。モニタ

ーとの意見交換会、これも全てオープンにするという原則を持つのがい

いのかどうかというのは、モニター自身が、実力の差というのは失礼だ

けれど、いろんな意見の中で、これはオープンにしてもらいたくないよ

ねというようなことも、後で出てくるかもしれませんので、その辺りは

やはり慎重に公開するというようなことも考えるというようなものも、
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やはり、議会基本条例の検討の中で、検討していただければいいんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 

髙松秀樹委員 もう少し詳しく説明すると、この「等」をどういうふうにした

かというのは、地方自治法の１００条の１２項に、こうあるんです。議

会は会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し、

協議又は調整を行うための場を設けることができるとあるんです。これ

を根拠にして、山陽小野田市議会の会議規則の１６６条に、法１００条

第１２項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整

を行うための場を別表のとおり設ける。別表があるんです。別表のとこ

ろに、名称、全員協議会、これで法的裏づけをとって、これを原則公開

したということです。だから、今後市議会モニターの説明会もこういう

ふうにしたいのであれば、会議規則に載せて、それで公開という手順を

取れば、これは誰が何と言おうとも公開。公開できないときは秘密会と

いう取扱い。それ以外のときは、ちょうど真ん中辺にあって、委員会議

決を取ったり、議長がこれは是非公開すべきだというようなときに公開

になるというふうに思っています。 

 

長谷川知司委員 この度の意見交換会というのは別に議案審議でもないと思う

んですよね。そういうことであり、この（３）でも書いてありますよう

に、モニターの方の萎縮ということもあると思うんですね。あるいは意

見が出にくいということもあるから、公開しない。そして、議事録も作

らないというのは、それはそれでモニターさんと意見交換するためには、

すごくいいことかなと思っております。結果としては、モニターさんが

自由に意見を出された。それは、一つは非公開であり議事録も作らない

ということもあったと思うんですよね。そういうことで、この度のモニ

ターの意見交換会ということは、委員会ではないんじゃないかという理

解でおります。 

 

宮本政志委員 ちょっと髙松委員と杉本委員が言われたことと、ちょっと違う

んですけど、何でもかんでも公開というのは、よろしくないんじゃない

かなという意見と、逆に意見交換会だから、前提が非公開ですという決

めつけが、少し決めつけも問題になるんじゃないかなと思うんですよね。

ですから、１番はその他議長が必要と認めたものということに、やっぱ

り載っているわけですから、やっぱりその都度その都度、その都度とい
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うのもあれかな。ただ、議長がこれを認めるべきか、認めないべきかと

いうところも議論をした上で、公開か非公開かということを決めていく。

さもなくば、先ほど髙松委員が言われるように、地方自治法の１００条

１２項を御説明されたような、全協の手続を踏んで、公開前提というよ

うなことにするか。その辺りもやっぱり議論していかないと、その都度、

こうこうこうで、意見交換会は「等」に入らない。だからイコール非公

開というようなところは、少し問題があるんじゃないかなというふうに

思いますけど。 

 

髙松秀樹委員 そう言われると反論するんですけど、条文、自治法を含めて、

会議規則、議会基本条例に書いてある以上、前提は非公開だと思います。

その上での話だと思います。下瀬さんが書かれているところで、小さい

（１）の２行目に「公的な会議は」と書いてあるんだけど、書き方が非

常に微妙で、公的な会議は一体何なのかというのが理解できないと、だ

って「公的な会議は全て公開が原則ということです」と書いていますよ

ね。公的とは一体何なのか。僕は法の裏づけがある会議と説明したんで

すけど、公的といったら一体何になるのといったら、恐らくいろんなも

のが公的な会議となる。当時、議会基本条例では、こういうふうな説明

で条文を作ったわけではないんですよ。公的、この前ちょっと事務局に

確認したら、議会カフェは議員派遣、つまり公務よね。つまり公務とい

うのは公的な扱い。なら、これは公開なんですよ。傍聴等は自由かもし

れませんけど、中継があるのか、ないのか。議事録を作成しているか、

していないのかを考えると、やっぱり意味合いが変わってくるんだと思

うんですよ。そこは今まで柔軟に対応しているはずですよね。だから、

法に基づいてやる部分と、そうじゃない部分がうまい具合にかみ合って

いる状況だと思います。最終的に下瀬さんの答えを言うと、モニターの

意見交換会については原則公開に当てはまらない。しかし、委員会の中

で、又は議会の同意があって、こういうのを公開すべきよねということ

であれば、もちろん公開しても差し支えないんですけど、それは一定の

議論が要ると思います。下瀬さんはこういうふうに考えられたというこ

とだと思います。 

 

吉永美子委員長 こういう形で今、会議の公開という部分では、議論させてい

ただきましたので、議運の委員長がおられますが、これをあえて議運に

振るということは必要ないように感じたんですが、よろしいでしょうか。
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こちらで、議会基本条例の見直しもして、この「等」というのはどうい

う位置づけなのかなども含めて、広聴委員会でも、これから先いろんな

会議等を行っていくときに、これは、議長が必要と認めたものという形

になっていくのかとかいった、そういった議論を今後きちんとしていき

たいということで、よろしいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）では、

そうさせていただきます。（２）は委員会の決定の中で、非公開になって

おりましたので、そういうお答えでよろしいですか。委員会の中で決定

しています。企画部会が作られた企画書の中の右の上に「非公開」とい

うことで、これは委員の皆さんが同意されての非公開となっています。 

 

髙松秀樹委員 今、委員長は委員会の中で非公開を決定されましたと言いまし

たよね。 

 

吉永美子委員長 はい。 

 

髙松秀樹委員 恐らくそうじゃなくて、これそのものが非公開なんですよ。だ

からそういう言い方じゃなくて、公開するときに限って公開を決定する

ということになると思います。非公開をわざわざ全部決定する必要はな

いと思います。 

 

吉永美子委員長 言われる意味は分かりました。非公開ということで、いわゆ

る公開はしないということでやっていますということです。（３）ですが、

これも同じですね。よろしいですね、同じということで。次の意見交換

会の運営について、委員長が受け答えするだけでは意見交換会になりま

せんという、皆さん御意見ありますか。確かに私が司会をして、まとめ

る形でさせていただいたのは事実です。たしかあのときに、委員の皆さ

んからも発言がほしいと言われて、一人一人発言をしてほしいような雰

囲気のことを言われたんですが、皆さん私が言ったことで、何かあれば

委員の皆さんに言っていただいたらという形で、なければ、これが委員

会としての考えですという形でたしか私が発言した記憶があります。運

営が改善される必要があるのではないかというふうに言われています。 

 

中村博行委員 前回の意見交換会では、確かに委員長が主導されたという感じ

は否めないという感じがしております。その前のときの意見交換会とい

うのは、結構各委員が意見を言う場があったように記憶しております。
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だから、そういうふうな形態になるような意見交換会であればいいので

はないかなという気がしました。今回はほとんど、書いてあるとおり、

実際に委員長がほとんど主導されて、答弁も一人でされた。それに異議

があればほかの委員の方も言ってくださいというような進め方だったと

思うんですけども、そういうふうな形にならないような、１１人の委員

がいれば、それぞれ意見が述べられるようなやり取り、そういうものが

できるような形態にしたらいいのではないかなという気がします。 

 

宮本政志委員 私は逆で、この意見交換会の進行というのは企画のほうが考え

て、別段、あのときは委員長以外の委員が意見を述べられない環境では

なかったと思います。ですから、委員会でもそうですし、ああいう場で

もそうですけど、議員なんですから、どんどん意見を、自分が手を挙げ

て言えばいいだけの話であって、言いやすい環境を作るとかという必要

はないと思います。これはそれぞれの委員が真摯に受け止めて、資質向

上に努めて、どんどん意見があれば、やっぱり意見交換ですから、意見

を言っていく方向だけでいいと思います。別段、この間の委員長の運び

に問題点はなかったと思います。 

 

中村博行委員 問題があるじゃなくて、結局この間のような形態であれば、委

員長が答えて、それで終わりというような形になっていると思うんです

よ。（発言する者あり）あればということでね。言おうと思えば言えると

いうけれど、委員長が答えられて、それ以上のものはなかったと思うん

ですよ。だから言えなかった。ああいう形態ではなくて、もっと幅広く、

皆が意見を、幾つかの項目を設けて、言えるようなやりとりが若干でも

できるような形の進行といいますか、そういうふうな形態が望ましいん

ではないかなという意味合いです。 

 

森山喜久委員 この前の意見交換会で私が感じたのは、実際ちょっと委員長が

司会進行をして、委員長が答えたかなというふうなところがあったんで、

実際の司会進行を、例えば企画部会のほうに任せるとか、副委員長が進

めるとか、そういった形で、幾らかでも任務分担をする中でやっていっ

たら、もう少しスムーズだったのかなというふうにちょっと感じました。 

 

髙松秀樹委員 ちょっと我々もいけんやったなという気がしています。僕も一

言もしゃべってないんかな。おらんでもよかったなあという気がしなが
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ら、それは間違いな意見なんで、積極的に手を挙げるべきだったと思い

ます。でも、２点目として、やっぱり委員長が先に答えられるんで、で

きれば委員長が答えずに、本当は、さあ委員の皆さんどうですかと、で

も委員長は委員の皆さんが誰も手を挙げないから、最後は自分が答える

という手法を取られたと思うので、やはり責任は我々側にあって、ちゃ

んと答えなければいけなかったなと。でも、我々もちょっと出席人数が

多過ぎて、みんな人の顔を見ながら、状況を見たというのがあるんで、

これを反省点にして、今後このようなことがあれば、積極的に発言をし

ていきたいなというふうに思います。 

 

中岡英二副委員長 私も前回の会議では一言も言わなかったので、まず、自分

で反省しております。それと会議の進め方、先ほど森山さんが言われた

ように、委員長が答えられるというのが多かったと思うんですが、やは

り司会等は、先ほど言われたように副委員長がするか、企画の方がやっ

てみるのも一つだと思います。そういう会議の進行の仕方も考えたほう

がいいんじゃないかなと思います。 

 

吉永美子委員長 ほかにありますか。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

次のコロナ対策です。主催者の自覚があるのですかということで、これ

は正しく言われたときに、なぜ検温とかも置かないんですかということ

を言われたのを記憶していて、そのときに、こちらがやりますよ、どう

ですかと呼び掛けているのに、何の対策もなかったなというふうに思い

ました。これは本当に反省したところです。これについて今はチェック

をちゃんとしていますので、御指摘のとおりということです。今はでき

ていますから、検温もしてということをやっていますので、あれから先

はできましたので、いい御意見ですということは間違いないと思います。

よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）次の傍聴の自粛、張り紙だけ

でいいのかというふうにあって、張り紙がされています。だから市民を

強制的に止めることはできないときに消毒液、マスク、体温測定用のサ

ーモグラフィ等は用意が必要ではないかということで、これも似た感じ

ではありますけども、消毒液は置いていて、マスクは個人のお願いとい

うことになりますし、体温は測定していますので、張り紙だけではなく、

できることをしていますということになると思うんですが、事務局が何

か言いたそうです。 
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島津議会事務局主査 マスクについても一応事務局で傍聴者用に、持ってこら

れていなかったとき用のマスクは準備しています。 

 

吉永美子委員長 準備しているそうです。 

 

宮本政志委員 体温測定用のサーモグラフィというのは用意できないのか。 

 

島津議会事務局主査 そこまではありませんので、今は非接触型の体温計で対

応しています。 

 

吉永美子委員長 何かしらの取組を、できることをやっているということは間

違いないと思います。サーモグラフィまでは、やっぱりなかなか、お金

が掛かりますから、たくさんそろえないといけなくなりますので。では、

これでよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）その他、皆さんの

ほうからありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ないようですので、これ

で本日の広聴特別委員会を閉じます。 

 

午前１０時４０分 散会 

 

 

令和２年１０月１３日 

 

広聴特別委員長 吉 永 美 子 

 


